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問い合わせ…市民税課 i048-259-7633 k048-259-4541

地方税法の改正に伴い、軽自動車税の税率が変わります。
車両の種類や初度検査年月によって、適用される税率が異なります。

市
で
は
、「
一
億
総
活
躍
社
会
」
の
実
現
に
向
け
、
賃
金
引
き
上
げ
の
恩
恵
が
及
び
に
く
い
低
所
得

の
高
齢
者
に
対
し
て
、
所
得
全
体
の
底
上
げ
を
図
る
こ
と
な
ど
を
目
的
と
し
た
高
齢
者
向
け
給
付

金
（
年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金
）
を
支
給
し
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。
給
付
金
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け
取
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は
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。
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だ
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い
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③
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①
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年
1
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1
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で
川
口
市
に
住
民
登
録
の
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る
か
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②
平
成
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年
度
の
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等
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課
税
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れ
て
い
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い
か
た

　※

平
成
27
年
度
市
民
税（
均
等
割
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課
税
さ
れ
て
い
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か
た
の
扶
養
家
族
や
、生
活
保
護
の
受
給
者
な
ど
は

　
　
対
象
外
で
す
。

③
平
成
28
年
度
中
に
65
歳
以
上
に
な
る
か
た（
昭
和
27
年

　
4
月
1
日
以
前
生
ま
れ
）

支
給
対
象
者
１
人
に
つ
き
３
万
円（
１
回
限
り
）

４
月
下
旬
、支
給
対
象
者
に
申

請
書
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、内

容
を
記
入
し
、必
要
書
類
を
添

付
の
上
、同
封
の
返
信
用
封
筒

で
返
信
く
だ
さ
い
。

７
月
29
日（
金
）　〔
当
日
消
印
有
効
〕

書
類
に
不
備
が
な
い
場
合
、
申
請
後
２
カ
月
半
ほ
ど
で
、

指
定
の
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

軽自動車税の税率が変わります
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付
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す
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、
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平成2
8年度

　から

原付・2輪・小型特殊自動車
種　別

原動機付
自 転 車

50㏄以下

90㏄以下

125㏄以下

ミニカー

2,000円

2,000円

2,400円

3,700円

3,600円

6,000円

2,400円

5,900円

農耕用

その他

２輪の軽自動車
（125cc超～ 250cc以下）

２輪の小型自動車
（250cc超）

小型特殊自動車

新税率

※環境負荷が小さな車両は、平成28年度分に限り税率が軽減されます。

初度検査年月は車検証を確認ください。

軽4輪・軽3輪（登録年により税率が異なる車両）
車両の初度
検査年月 平成27年

3月31日以前
（旧税率）種　　　別　　

3輪　

乗用　
自家用

営業用

自家用

営業用　
貨物　

4
輪
　

軽
自
動
車
　

3,100円

7,200円

5,500円

4,000円

3,000円

3,900円

10,800円

6,900円

5,000円

3,800円

平成27年
4月1日以降
（新税率※）

初度検査
から13年を
超えたもの
（重　　課）　

4,600円

12,900円

8,200円

6,000円

4,500円

平成28年度軽自動車税税率表

　不審な電話がかかって
きたときは、市役所や最
寄りの警察署または警察
相談専用窓口（＃９１１
０）にご連絡ください。

■給付金を
装った「振り
込め詐欺」
や「個人情報

の詐取」にご注意くだ
さい。


